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参考資料 

 

空家等対策計画策定済市町村の傾向を分析し、市町村が空家等の実態把握を実施する際の考え

方を提示する。 

 

（１）目的 

市町村が空家等対策を効果的かつ効率的に実施するためには、まずは区域内の空家等の所在や

その状態等実態を把握すること、次に、空家等の所有者等を特定するとともに、その意向を把握

することが重要である。空家等の実態を踏まえ、空家等に関する政策課題を明らかにした上で、

地域の実情に応じて、空家等に関する対策を実施していく。 

 

■市町村内の空家等の所在等の把握（基本指針） 

○市町村が空家等対策を効果的かつ効率的に実施するためには、既存の統計資料等も活用しつ 

つ、まず各市町村の区域内の空家等の所在やその状態等を把握することが重要である。 

 

■空家等の所有者等の特定及び意向の把握（基本指針） 

○空家等の所在等を把握した市町村においては、次に当該空家等の所有者等を特定するととも 

に、必要に応じて当該所有者等がその所有する空家等をどのように活用し、又は除却等しようと

する意向なのかについて、併せて把握することが重要である。 

 
県内の市町村では、令和 7 年度末までに 53 市町村で空家等の実態把握を行っている。 
 

■県内市町村の実施状況 
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なお、空家等の実態把握に要する費用については、国の補助金・交付金を活用することができ、

県内市町村で実施された 34 件の調査で活用されている。 

・空き家再生等推進事業（社会資本整備総合交付金の基幹事業、次項参照）【23件】 

・空き家対策総合支援事業（次項参照）【９件】 

・地方創生関係交付金【２件】 

 

■国の交付金の概要 
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（２）調査対象範囲の設定 

対象区域及び調査対象とする空家等の種類は、空家等対策計画の作成における考え方と同様で

ある。 

市町村が空家等対策を効果的かつ効率的に実施するためには、全ての空家等の実態を把握した

上で、空家等対策計画を定め、計画に基づいた対策を実施していくことが有効であるが、全ての

空家等の調査を行うことが困難である場合は、空家等対策の優先順位等により、調査対象範囲を

設定していく。 

県内で令和７年度までに実施された調査における対象とする空家等の種類は下図のとおりで

ある。全調査で「戸建て住宅」を調査対象としており、「長屋住宅」を調査対象としたのは約７割、

「店舗併用住宅」を調査対象としたのは約８割である。「共同住宅」を調査対象としたのは約半数

である。 

 

■県内市町村の実施状況 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

参考‐4 
 

参
考
１ 

空
家
等
の
実
態
把
握
の
考
え
方 

（３）実施手順 

空家等の実態把握は、一般的に「ア 空家等の候補の抽出」、「イ 現地調査による空家等の

所在等の把握」、「ウ 空家等の所有者等の特定」、「エ 空家等の所有者等の意向の把握」の順

に進められる。 

 

■空家等の実態把握の実施手順例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省住宅局「地方公共団体における空家調査の手引き Ver.１」 
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ア 空家等の候補の抽出 

空家等の所在とその状態等実態を把握するため、まず空家等の候補を抽出し、抽出した空家

等の候補の現地調査を行う。 

空家等の候補の抽出方法としては、以下のような方法が考えられる。空家等の情報の精度を

高めるためには、複数の情報を組み合わせて使用するのがよい。 

(ア) データによる空家等の候補の抽出 

ａ 住宅地図やＧＩＳ 

収録データ ・家屋の存在情報 

利用方法 

・住宅地図や GIS により家屋が存在していることを確認し、当該家屋の利用情報（所有者

名が入っていない家屋等）と突き合わせ、存在しているが利用がされていない家屋を空

家等の候補として抽出する。 

入手方法 
・住宅地図：住宅地図作成会社から購入、図書館での閲覧等。 

・GIS：各市町村で所管している住宅地図相当の GIS データなどを活用。 

利用上の利点 ・住宅地図は全国の市町村単位で入手することが可能。 

利用上の留意点 

・当該情報は、家屋が存在しているかを確認するための情報であり、そこから空家候補を

抽出するためには、家屋の利用情報との突き合わせが必要になる。 

・住宅地図の場合、名前未記入の家屋は空家等の候補として抽出できるが、名前のある家

屋の中にも、空家等の候補が含まれているため注意が必要である。 

・空家等の定義が、住宅地図作成会社と市町村で異なる可能性がある。 

・家屋の存在情報の作成時期により、現状との相違があるため注意が必要である。 

ｂ 水道使用者情報 

収録データ ・水道使用者情報（閉栓情報） 

利用方法 ・水道使用者情報から閉栓している建物を空家等の候補として抽出する。 

入手方法 ・各市町村の水道部局への提供依頼による。 

利用上の利点 

・閉栓している空家等を網羅的に把握することが可能である。 

・水道利用料の徴収のため、情報の更新頻度が高いと考えられる。 

・情報整理をうまく行えば、空家等のデータベースの更新にも使用できる。 

利用上の留意点 

・水道が引かれていない空家等は把握することができない。 

・水道が利用されていても空家等であったり、閉栓されていても空家等でない可能性があ

る。 

・そのため、水道の閉栓情報だけを基に空家等の所有者等と特定するのは、「この法律の

施行のために必要な限度」において情報を内部利用する、といえないことから、水道の

閉栓情報は、空家等の所有者等に関する情報として所在地が明らかになっており、その

所在地が空家等であるかを確認するために利用する。 

ｃ 住民票（住民基本台帳） 

収録データ ・家屋の利用状況 

利用方法 ・家屋の存在情報と突き合わせ、住所の届出がない家屋を空家等の候補として抽出する。 

入手方法 ・各市町村の市民課等への提供依頼による。 

利用上の利点 
・住民からの届出があった場合に、随時更新されるため、当該住宅の最新の情報として活

用することが可能である。 

利用上の留意点 ・住民登録のない場合、居住していても空家等の候補として抽出することになる。 
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(イ) 情報提供による空家等の候補の抽出 

ａ 市町村への情報提供 

利用方法 

・各市町村に対しては、空家等の近隣住民や自治会からの苦情のほか、空家等の所有者本

人から苦情や相談といった形で、空家等に関する情報が寄せられるケースがある。 

・それらの情報を取りまとめ、空家等の候補を充実させる。 

利用上の利点 

・地域住民から即時的な情報が寄せられるため、現地調査前に空家等の現状がおおよそ把

握できる。 

・近隣住民から所有者等の情報を得られる場合がある。 

利用上の留意点 

・関係課室ごとに空家等の情報を整理、蓄積する必要がある。また、関係課室の空家等の

情報を共有する体制が必要である。 

・情報提供者から市町村へ、空家等への対応について問い合わせがある可能性がある。 

・空家等の所有者等の個人情報の取り扱いには注意が必要である。 

ｂ 自治会への照会 

利用方法 ・各自治会に、空家等の有無について照会をかける。 

利用上の利点 

・正確な空家等の情報が得られる場合が多い。 

・建物状況をおおまかに把握できる。 

・費用をほぼかけずに実施することができる。 

・地域住民の空家等の問題への意識向上につながる。 

・近隣住民から所有者等の情報を得られる場合がある。 

利用上の留意点 

・市町村と自治会の関係が密である必要がある。 

・依頼時に空家等の定義を明確にしないと、回答結果にばらつきが生じる可能性がある。 

・自治会で調査できるように、区域の地図を準備したり、調査期間を設定する必要がある。 

・自治会への依頼や周知に時間を要する。 

・情報提供された空家等への対応について、自治会から問い合わせがある可能性がある。 

・空家等の所有者等の個人情報の取り扱いには注意が必要である。 
 

参考：国土交通省「地方公共団体における空家調査の手引き Ver.１」及び 

千葉県すまいづくり協議会「空家等対策のための実態把握調査マニュアル」 
 
 

県内市町村では、約４割の調査で複数の方法を組み合わせて空家等の候補の抽出を行ってい

る。抽出方法は、「水道使用者情報」が約６割で最も多く、「自治会への照会」は約半数、「住宅

地図やＧＩＳ」や「過去の空家等に関わる調査」はそれぞれ４割程度の調査で使用されている。 

 

■県内市町村の実施状況 
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イ 現地調査による空家等の所在とその状態等の把握 

現地調査では、「ア 空家等の候補の抽出」で抽出された空家等の候補が、空家等に該当する

か判断するために、「建築物又はこれに附属する工作物」に該当するか否かとその使用実態を把

握する。また、その後の特定空家等への措置を考慮し、当該建築物等の老朽度や地域住民の生

活環境に関わる情報について把握することも可能である。 

 

■「空家等」の定義（基本指針） 

○空家等は、法第２条第１項において「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他

の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する

ものを含む。）をいう。」と定義されている。ここでいう「建築物」とは建築基準法第２条第１

号の「建築物」と同義であり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの

（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門又は塀等をいい、また「これに附属す

る工作物」とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属する工作物が該当する。 

○市町村はその区域内の建築物又はこれに附属する工作物（以下「建築物等」という。）のうち

「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」を空家等と判断し、この法律を

適用することとなる。「居住その他の使用がなされていないこと」とは、人の日常生活が営ま

れていない、営業が行われていないなど当該建築物等を現に意図をもって使い用いていない

ことをいうが、このような建築物等の使用実態の有無については、法第９条第１項の調査を行

う一環として、調査時点での建築物等の状況を基に、建築物等の用途、建築物等への人の出入

りの有無、電気・ガス・水道の使用状況及びそれらが使用可能な状態にあるか否か、建築物等

及びその敷地の登記記録並びに建築物等の所有者等の住民票の内容、建築物等の適切な管理

が行われているか否か、建築物等の所有者等によるその利用実績についての主張等から客観

的に判断することが望ましい。 

 

なお、現地調査は、法第９条第１項の一環として、外観目視で実施するものであり、立入調

査までは含んでいない。社会通念上相当と認められる範囲（呼び鈴を押す、郵便受けの状態を

確認する、外観の状況を確認する、外観の写真を撮影する等）で調査が可能である。 
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(ア) 調査項目 

調査項目は大きく分けて、「a 建築物等の基本情報」、「b 建築物等の使用実態に関する情

報」、「c 建築物等の老朽度に関する情報」、「d 地域住民の生活環境に関わる情報」の４つに

分類される。先行事例の調査項目例を示す。 

ａ 建築物等の基本情報 

調査項目 具体的な調査内容 

建築物等の所在地 住所 等 

建築物等の属性  種類・用途、建て方、階数、構造、前面道路の幅員、建築面積・敷地面積、駐

車場の有無、門扉・塀の有無 等 

 

■県内市町村の実施状況 
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ｂ 建築物等の使用実態に関する情報 

調査項目 調査内容 

表札・名札 表札・名札の有無、名前確認の可否、不在連絡先の表示有無 

郵便受け 郵便物の滞留状況、テープ等による封鎖の有無 

メーター 電気・ガス・水道等メーターの設置・動作状況 

カーテン・雨戸 カーテンの設置状況・破損状態、雨戸の開閉状況・破損状態 

窓ガラス 窓ガラスの開閉状況・破損状態 

外観・人の気配 現状の雰囲気 

門扉・玄関 門扉の設置・開閉状況、玄関扉の設置・開閉状況 

駐車・駐輪 駐車・駐輪車両等の有無 

賃貸・売却用看板 看板設置の有無 

侵入防止措置 侵入防止措置の有無、出入口・アプローチ等の閉鎖状況 

洗濯物 洗濯物の有無 

呼鈴による応答 呼鈴等の設置・動作状況、応答の有無 

 

■県内市町村の実施状況 
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ｃ 建築物等の老朽度に関する情報 

調査項目 調査内容 

倒壊・傾き 建築物全体の倒壊・傾き等の状況 

基礎 基礎の有無、腐朽・破損・ひび割れ等の状況、不動沈下の状況 

屋根 屋根の腐朽・破損・ひび割れ等の状況 

外壁 外壁の腐朽・破損・ひび割れ等の状況 

窓ガラス・建具 窓ガラス・建具の有無・開放状況、腐朽・破損・ひび割れ等の状況 

擁壁 擁壁の腐朽・破損・ひび割れ等の状況 

門扉・塀 門扉・塀の腐朽・破損・ひび割れ等の状況 

雨樋・雨戸 雨樋・雨戸の有無、腐朽・破損・ひび割れ等の状況 

その他の工作物 ベランダ、物置、屋外階段、看板等の腐朽・破損・ひび割れ等の状況 

設備機器 設備機器の腐朽・破損・ひび割れ等の状況 

 

■県内市町村の実施状況 
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ｄ 地域住民の生活環境に関わる情報 

調査項目 調査内容 

雑草・立木 現状の雰囲気、繁茂状態 

ごみ 現状の雰囲気、散乱状態 

動物・害虫 現状の雰囲気、害虫等の発生状態 

異臭・悪臭 現状の雰囲気、異臭・悪臭の状態 

危険物 危険物の有無 

周辺景観 汚物・落書き等の有無、地域の景観形成に悪影響与える要因の有無 

 

■県内市町村の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 現地調査における注意事項 

 ○現地調査では、空家等の周囲を見て回ったり、外観写真を撮ったりすることが想定される。そ

の際は、周辺住民や通行人等が不安に感じないよう、腕章や名札を着用したり、写真に当該空

家等以外の住宅が写りこまないように注意する。事前に広報・ＨＰ等を用いて周辺住民に周知

することが望ましい。 

○現地調査の際、法第９条第１項の一環として、近隣住民への聞き取り調査を行い、空家等の使

用実態や所有者等の情報について把握することが有効である。 

○現地調査では、調査区の数や規模に応じて多くの調査員が必要になる。調査員によって調査結

果に違いが生じないよう、手引きや基準を作成するとよい。 

○現地調査は、多くの日数・人員が必要な業務であるため、地域の実情に応じて様々に工夫して

行う必要がある。 

（以降の現地調査事例は H29.3 末時点の情報です。） 
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■県内市町村の現地調査票（主に使用実態に関する内容）の事例 
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■県内市町村の現地調査票（主に老朽度に関する内容）の事例 
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■全国の現地調査の事例（タブレット端末の活用、調査員の服装）（三重県鈴鹿市） 

 
 

  

 二巡目調査では,一巡目調査で抽出した空家候補について,詳細に空家判定を行い, 空家と判

定された建物については,老朽危険度判定も実施した。 

 なお,二巡目調査の結果は,携行するタブレット端末に入力した。 



 

参考‐15 
 

参
考
１ 

空
家
等
の
実
態
把
握
の
考
え
方 

ウ 空家等の所有者等の特定 

空家等の所在等を把握した後、所有者等の意向の把握や法第 12 条に基づく情報提供、法第

22 条に基づく措置を行っていくため、所有者等の特定を行う。所有者等の特定においては、以

下の手段により所有者等を確知し、当該所有者等に対し法第９条第１項に基づき、聞き取り調

査等を行うことが重要である。 

 

(ア) 近隣住民等への聞き取り、情報提供 

利用方法 ・空家等の所在する地域の近隣住民等への聞き取り調査を行う。 

利用上の利点 ・正確な空家等の情報が得られる場合が多い。 

利用上の留意点 
・市町村と自治会の関係が密である必要がある。 

・イの現地調査にあわせて実施すると効率的に調査を行うことができる。 

 

(イ) データによる把握 

ａ 不動産登記簿謄本（建物、土地） 

利用方法 ・空家等の建物登記簿謄本に記載されている所有者等の情報を活用する。 

入手方法 ・法務局への提供依頼による。 

利用上の留意点 

・公用請求により、手数料不要である。 

・建物登記簿謄本により所有者を特定できない場合には、土地登記簿謄本から土地所有

者を特定し、土地所有者からの情報提供により空家等の所有者を特定できる場合があ

る。 

・タイミングにより、居住していても登記されていない場合がある。 

・記載されている所有者等の情報が現在の情報でない可能性がある。 

・電子媒体による情報提供を求めることができる。 

ｂ 住民票 

利用方法 
・登記簿上の所有者の住所を確認する。 

・登記簿上の所有者の本籍地を確認する。 

入手方法 ・市町村の市民課等への提供依頼による。 

利用上の留意点 

・公用請求により、手数料不要である。 

・所有者の現住所が不明の場合に、戸籍の附票から現住所の調査を行うため、本籍地の

自治体に戸籍謄本を請求することになる。 

・所有者が亡くなっている場合に、相続人の調査を行うため、本籍地の自治体に戸籍謄

本を請求することになる。 

ｃ 戸籍謄本 

利用方法 
・戸籍の附票により、登記簿上の所有者の現住所を確認する。 

・登記簿上の所有者の相続人を確認する。 

入手方法 ・市町村の市民課等への提供依頼による。 

利用上の留意点 
・公用請求により、手数料不要である。 

・本籍地の市町村で入手できる。 
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ｄ 固定資産税台帳 

利用方法 ・空家等の納税義務者の情報を活用する。 

入手方法 ・市町村の税務部局への提供依頼による（法第 10 条第 1 項）。 

利用上の留意点 

・公用請求により、手数料不要である。 

・法第 10 条第 1 項により、空家等の所有者等に関する氏名、住所、電話番号等の情報

を、法の施行のため必要な限度において内部で利用することが可能である。 

・空家担当部局から税務部局への照会の方法を事前に整理する必要がある。 

・法第 10 条第 1 項は内部利用に限られているため、市町村に委託された業者が税務部局

から情報の提供を受けることはできない。委託業者が、所有者等の特定の作業のた

め、空家担当部局から整理された情報の提供を受けることは可能である。 

・市町村が他市町村の固定資産税情報を利用することはできない。 

・作業を委託する場合は、情報の他用途利用の禁止、再委託の禁止等、情報の取扱いに

留意する。 

(ウ) 民間事業者等への照会による把握 

利用方法 
・空家の電気、ガス等の供給事業者が保有する契約者情報又は郵便局が保有する転居届に 

係る情報を活用する。 

入手方法 ・民間事業者等への提供依頼による（法第 10 条第 3 項）。 

利用上の留意点 ・法第 10 条第 3 項はできる規定であるため、依頼先が開示しない可能性もある。 

 

県内市町村では、ほとんどの市町村で「固定資産税台帳」が活用されている。 

 

■県内市町村の実施状況 
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エ 空家等の所有者等の意向の把握 

市町村が空家等及びその跡地の活用方策を検討するためには、空家等の所有者等を特定する

際に、併せて所有者等がその所有する空家等をどのように活用し、又は除却等しようとする意

向なのかについて把握することが重要である。 

所有者等の意向を把握することは、空家等の適正な管理の重要性や管理不全の空家等の周辺

地域にもたらす諸問題について、所有者等の意識の涵養にも資すると考えられる。 

 
■空家等の所有者等の特定及び意向の把握（基本指針） 

○空家等の所在等を把握した市町村においては、次に当該空家等の所有者等を特定するとともに、

必要に応じて当該所有者等がその所有する空家等をどのように活用し、又は除却等しようとする

意向なのかについて、併せて把握することが重要である。  

 
■空家等の所有者等及び周辺住民からの相談体制の整備（基本指針） 

○本規定を踏まえ、例えば自ら所有する空家等をどのように活用し、又は除却等すればよいかにつ

いての相談や、引っ越し等により今後長期にわたって自宅を不在にせざるを得ない場合における

管理等についての相談を当該住宅等の所有者等から受ける場合が想定されるため、市町村はその

要請に迅速に対応することができる体制を整備することが適切である。 

 
■空家等及びその跡地の活用の促進（基本指針） 

○空家等対策を推進する上では、各市町村がその跡地も含めた空家等を地域資源として活用すべ

く、今後の空家等の活用方策を検討することが重要である。 
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(ア) 調査項目 

調査項目は大きく分けて、「ａ 回答者の属性」、「ｂ 建築物の属性」、「ｃ 空家等の実態」、

「ｄ 空家等の維持管理状況」、「ｅ 今後の利活用等に向けた意向等」の５つに分類される。 

県内の先行事例の調査項目例を示す。 

 

ａ 回答者の属性 

分類 調査項目 調査する理由 

所有者等との関係 所有者等との関係 回答者が所有者以外（配偶者、親、子供等）の場

合を考慮するため。 

回答者の属性 氏名、住所、性別、年齢、

職業、家族構成、現在の

住まいの種類、電話番

号等 

所有者等の情報を確認し、維持管理能力や今後

の利活用の可能性について推察するため。また、

法第 12 条の情報提供や法第 22 条の措置の際に

活用するため。 

法の認知度 法の認知度 空家等対策について、所有者等の意識の涵養と

理解増進のため。 

 

県内市町村では、回答者の属性として「所有者等との関係」、「氏名」、「住所」を調査する市

町村が 6 割を超えている。「法の認知度」については、空家等の所有者等による管理責務や、勧

告により住宅用地特例が解除され固定資産税があがることなど、法の具体的内容について調査

する市町村が多く、調査が、所有者等の空家等対策への理解を深める機会となっている。 

 

■県内市町村の実施状況 
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ｂ 建築物の属性 

分類 調査項目 調査する理由 

建築物の属性 所在地、建築時の用途、建

築時期、敷地面積・延床面

積、構造・階数、間取り、

設備、耐震対策の有無 

現地調査では把握できない情報を把握し、利

活用に向けた検討を行うため。 

 

県内市町村で建築物の属性を調査している市町村は、空家バンクの登録を見据えてより多く

の情報を把握している。建築時期については、耐震性や耐用年数等、利活用を検討する際の重

要な情報が把握できるため、約７割の市町村で把握されている。 
 

■県内市町村の実施状況 

 

 
 
 

 
 

       

ｃ 空家等の実態 

所有者等による主張から、最終的に空家等と判断するための調査項目である。そのため、意

向調査を実施して初めて空家等であることが明らかになる場合もある。 
 

分類 調査項目 調査する理由 

使用状況 使用の有無、使用目的、使

用頻度 

居住その他の使用がなされていないこと

が常態であることを確認し、空家等と判断

するため。 空家等になった時期、要因 空家等になった時期、要因 
 

県内市町村で、７割の市町村では、初めから「使用目的」や「使用頻度」を調査するのでは

なく、まず「使用の有無」を調査し、使用している（空家等でない）場合は、以降の設問に回

答しなくよい構成としている。「空家等になった時期」では、居住その他の使用がなされていな

いことが「常態である」に該当するかを確認している。 
 
■県内市町村の実施状況 
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ｄ 空家等の維持管理状況 

分類 調査項目 調査する理由 

維持管理状況 維持管理の主体、頻度、

内容、経費、維持管理上

の問題点・不安 

維持管理状況の実態と課題から、所有者等に

よる適切な維持管理を推進するための対策を

検討するため。 

空家等の状態 空家等の状態（住める状

態か否か等） 

利活用できるか検討するため。 

リフォーム等の実施状況 リフォーム等の実施状況 
 

県内市町村では、約９割の市町村で維持管理の「主体」と「頻度」、「維持管理上の問題点・

不安」を調査している。 
  

■県内市町村の実施状況 
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ｅ 今後の利活用等に向けた意向等 

分類 調査項目 調査する理由 

今後の利活用等の意向 今後の利活用等の意向、利

活用上の問題点・不安 

空家等の所有者等の利活用等に向けた考え

方を把握するため。 

具体的な施策の利用意向 空家バンクの利用意向、空

家等関連情報の提供意向、

市町村施策への協力意向 

空家等の所有者等の具体的な施策に対する

考え方を把握するため。 

空家等対策に必要な支

援、取組 

必要な支援や取組等、自由

記述による意見・提案 

適切な空家等対策の方向性を検討するた

め。 
 

県内市町村では、調査対象のほぼ全ての市町村で「今後の利活用等の意向」を把握している。

「利活用上の問題点・不安」は６割の市町村で把握している。市町村においては、空家等の所

有者等の意向を把握しながら、空家等対策を検討していく必要がある。 
 

■県内市町村の実施状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 空家等の所有者等の意向調査における注意事項 

○意向調査の回答は個人情報であるため、その利用目的や取り扱い等について記載する。 

○ア〜ウの調査により、空家等の所有者等であると確知したとしても、意向調査により、倉庫

や物置、セカンドハウスとしての使用実態が明らかになる場合もある。空家等でない場合、

所有者等の反感を買う可能性もあるため、調査は慎重に実施する必要がある。 

○調査票を送付する際は、氏名、住所等の記載について、確認体制を整え、十分に確認する。  

外部委託する場合は特に注意が必要である。 

○空家等の所有者等がＤＶ被害者等であり、住民票や戸籍の附票の交付制限を受けている場合、

調査票の送付により加害者が被害者の住所を知る可能性がある。そのため、調査は関係部局

と連携し、慎重に実施する必要がある。 

（以降の事例は H29.3 末時点の情報です。） 
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■県内市町村の意向調査の依頼文の事例 
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■県内市町村の意向調査の調査票の事例 
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